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公聴会での公述と縦覧した案に対する意見書の要旨及びこれに対する府の見解

でございます。説明は以上でございます。 

【会長】（岡田憲夫君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。それでは、ご意見、ご質問

がないようですので、表決に入ります。議第３５５号を原案とおり承認するこ

とについて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（岡田憲夫君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決しま

す。次にご審議いただきますのは、議第３５６号です。その内容について幹事

に説明をさせます。 

 

 

３ 議第３５６号北部大阪都市計画道路の変更について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３５６号「北部大阪都市計画道路の変更」から

議第３６０号「南部大阪都市計画道路の変更」は「都市計画道路の見直し」に

伴う変更案件でございます。スクリーンをご覧ください。 

まず、都市計画道路の見直しにつきましては、平成２３年３月に策定いたし

ました「都市計画（道路）見直しの基本方針」に基づき、路線ごとに評価を行

っていますので、その方針について、簡単にご説明いたします。 

見直しの背景として、本格的な人口減少社会の到来による将来の交通需要の

減少及び公共投資の制約による都市基盤施設のより一層効率的な整備、維持に

関するマネジメントの必要性が高まっています。 

また、戦後復興期や高度経済成長期に数多く都市計画決定されたことから、

成熟型社会の到来を迎えた今日とは、時代背景が大きく異なり、既にその意義

を失っているものが多くあります。また、これらの都市計画道路には、幅員等

において、現在の道路規格に適合しないものもあります。 

このため時代に適合し、今後も必要な都市計画道路と、そうでないものを仕

分けし、整備の必要性を判断することにより、行政責任を明確化するとともに、

権利制限を解除していくものであります。 
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具体的な見直しの流れとしては、基本方針に基づくフローにより各路線の評

価を行うこととしております。その中で、既に事業に着手している路線は「存

続」させるものとし、未着手のものについては、必要性の評価を行います。 

交通処理機能の必要性が高いものは、実現性の評価へ移行し、必要性が低い

ものは、市街化区域内に存するか否かで評価を分けることとしております。今

後は、原則市街化区域の拡大を抑制する方針であるため、市街化調整区域内の

ものは、廃止候補としておりますが、市街化区域内のものは、交通安全や防災、

市街地形成、環境形成の４つの機能について評価を行ったうえで、必要性が低

いものは廃止候補とし、必要性の高いものは、事業の実現性を評価します。 

概ね３０年以内に事業着手できるものは、事業の実現性が高いと評価し存続

候補としますが、実現性が低いものは、交通安全機能や防災機能について再検

討し、その必要性が著しく高い場合は、存続候補とし、著しく高くない場合は、

廃止候補としております。以上が「都市計画（道路）見直しの基本方針」の概

要であります。なお、スケジュールにつきましては、平成２５年度末までに、

見直しを図る予定であります。 

それでは、議第３５６号「北部大阪都市計画道路の変更」について、ご説明

いたします。「議案書」５ページから８ページ、「資料」５ページから１１ペー

ジをご覧ください。 

本案件は、吹田市域における都市計画道路豊中岸部線ほか５路線の見直しに

関するものでございます。まず、都市計画道路豊中岸部線は、豊中市界から大

阪市界までの延長約５,９５０メートル、幅員２２メートル、４車線で昭和４３

年に計画された路線であり、一部、府道豊中摂津線と重複しております。 

本路線の豊中市界から新御堂筋までの未整備区間については、並行する現道

の府道（旧）大阪中央環状線と都市計画道路南千里岸部線で、将来交通量が、

一日当たり約４１,０００台となり、計２路線で、合計６車線の交通容量に対し

て十分満足することから、交通処理機能としては、現道で交通処理が可能と考

えられ、その必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線は、広域的なみどりの拠点を結ぶ道路であるため、環境形成機

能の必要性はありますが、地形上の高低差が大きく、大規模構造物が必要にな

るなど、事業の実現性は低いものと考えております。このため、本路線の豊中
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市界から新御堂筋までの区間については廃止としております。なお、本路線が

つながる豊中市域については、豊中市全体の見直しの中で、廃止路線として手

続きを進めているところであります。 

次に、都市計画道路上新庄神境線は、大阪市界から安威川までの延長約   

１,４４０メートル、幅員１２メートル、２車線で、昭和２１年に計画された路

線で、一部、府道相川停車場線と重複し、本路線の神崎川より北側の区間は既

に整備されておりますが、神崎川より南側の区間は未整備であります。 

本路線の未整備区間は、並行する国道４７９号の平成２２年の道路交通セン

サスによる交通量が一日当たり約３８,５００台で、現道の交通容量に対して十

分満足し、また平成１７年の交通量と比較しても約１６パーセント減少してい

ることから、交通処理機能としては、将来交通量の減少傾向を考慮し、国道４

７９号で交通処理が可能と考えられ、その必要性は低いものと評価しておりま

す。 

また、本路線の未整備区間は、歩道が未整備でありますが、今後、都市計画

事業により拡幅することもないことから、本路線については全線廃止としてお

ります。 

以上の２路線をフローに従って評価しますと、交通処理機能は、将来的にも

交通量は増加せず、現道で交通処理が可能であり、その必要性は低く、全区間

が市街化区域に位置しているため、交通安全機能等の諸機能について評価した

結果、豊中岸部線については、環境形成機能、上新庄神境線については、交通

安全機能の必要性があるものの、３０年以内に都市計画事業として着手する見

込みがないことから、事業の実現性は低いと評価しております。このため、交

通安全機能等について再検討した結果、都市計画の必要性は著しく高くないと

評価し、廃止としております。 

これにより、豊中岸部線は、新御堂筋より西側の延長約４７０メートル区間

を廃止し、計画延長を約５,９５０メートルから約５,４８０メートルに変更す

るものであり、上新庄神境線は全線廃止するものであります。 

次に、都市計画道路南千里岸部線は、豊中市界から都市計画道路豊中岸部線

までの延長約５,０３０メートル、幅員１８メートル、２車線で、昭和３４年に

計画された路線であり、大阪高槻京都線から西側の区間は、府道豊中摂津線と
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重複し、既に整備されておりますが、大阪高槻京都線から東側の区間は未整備

であります。 

本路線の未整備区間はＪＲ岸辺駅へアクセスする計画でありますが、現道で

その機能は確保されており、交通処理機能の必要性も低いものと評価しており

ます。また、吹田操車場跡地のまちづくりが進められていることによる市街地

形成機能と、広域緊急交通路である府道大阪高槻京都線に接続していることに

よる防災機能につきましては、吹田市が新たに計画している都市計画道路岸部

中千里丘線が並行しており、この路線が代替機能を有することになり、その必

要性は低いものと評価しております。このため、本路線の大阪高槻京都線の東

側の区間については廃止としております。 

次に、都市計画道路大阪高槻京都線は、大阪市界から一部摂津市を通過し、

茨木市界までの延長約７,４５０メートル、幅員１５メートル、２車線で、昭和

３４年に計画された路線で、府道大阪高槻京都線及び国道４７９号と重複して

おります。 

現道の大阪高槻京都線については、平成１７年と平成２２年の道路交通セン

サスによる交通量が、ともに一日当たり約１９,５００台で、現状で混雑してい

る状況です。今後、並行する現在事業中の４車線の都市計画道路十三高槻線が

整備されると、計２路線で６車線となり、東西方向の断面交通量は、一日当た

り約４８,０００台と予測され、合計６車線の交通容量に対して、十分満足する

ものと考えられることから、交通処理機能の必要性は低いものと評価しており

ます。 

また、本路線については、計画幅員に対して歩道幅員が不足している箇所が、

都市計画道路佐井寺片山高浜線と交差する片山二丁目東交差点部と、摂津市域

の都市計画道路千里丘三島線と交差する千里丘交差点部の２箇所あります。 

各々の区間について、一定の歩行空間が確保されていることから、今後、歩

道の充実を目的とした都市計画幅員での拡幅の必要性は低いものと評価してい

ます。このため、前後の計画幅員に合わせて、片山町二丁目東交差点部は幅員

１８～２１メートルを幅員１８メートルに、千里丘交差点部は、幅員１５～  

１９メートルを幅員１５メートルに各々変更しております。 

次に、都市計画道路春日豊津線は、豊中市界から都市計画道路服部西之庄線
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まで、延長約２,８９０メートル、幅員８メートルで、昭和３４年に計画された

路線であります。本路線は、府道吹田箕面線と一部区間で重複し、平成２２年

の道路交通センサスによる交通量は、一日当たり約６,３００台で、現状の交通

容量に照らしても問題なく、平成１７年の交通量と比較しても約５パーセント

減少しており、また、市道と重複する区間についても、２車線が確保されてい

ることから、交通処理機能としては、将来交通量の減少傾向を考慮し、現道で

交通処理が可能と考えられ、その必要性は低いものと評価しております。 

本路線の一部区間は、歩道が未整備でありますが、当該都市計画道路の幅員

８メートルで、歩道空間を確保することは困難であることから、この都市計画

の必要性は低いものと考えております。このため本路線については全線廃止と

しております。 

次に、都市計画道路服部西之庄線は、豊中市界から都市計画道路大阪高槻京

都線までの延長約２,８２０メートル、幅員８メートルで、昭和２１年に計画さ

れた路線であります。本路線は、府道豊中吹田線と重複し、平成１７年と平成

２２年の道路交通センサスによる交通量はそれぞれ一日当たり約５,９００台

と約９,１００台で、現状の交通容量に照らしても問題なく、新御堂筋から都市

計画道路春日豊津線までの区間は西行きの一方通行で大きな混雑もないことか

ら、交通処理機能としては、現道で交通処理が可能と考えられ、その必要性は

低いものと評価しております。 

本路線の一部区間は、歩道が未整備でありますが、当該都市計画道路の幅員

８メートルで、歩道空間を確保することは困難であることから、この都市計画

の必要性は低いものと考えております。このため、本路線については全線廃止

としております。 

以上の４路線をフローに従って評価しますと、交通処理機能は、現道と新た

な都市計画道路で交通処理が可能であり、その必要性は低く、全区間が市街化

区域に位置しているため、交通安全機能等の諸機能について評価した結果、そ

の必要性が低いことから廃止としております。 

これにより、南千里岸部線は、大阪高槻京都線より東側の延長約７４０メー

トル区間を廃止し、計画延長を約５,０３０メートルから４,２９０メートルに

変更し、大阪高槻京都線は、二つの区間で前後の都市計画幅員に合わせて幅員



平成25年度第1回大阪府都市計画審議会会議録 

13 

を変更するものであり、春日豊津線及び服部西之庄線は全線廃止するものであ

ります。 

この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（岡田憲夫君）   ただ今、幹事から説明を受けました本議案につき

まして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。それでは、ご意見、ご質

問がないようですので、表決に入ります。議第３５６号を原案とおり承認する

ことにつきまして、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（岡田憲夫君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決いた

します。それでは次にご審議いただきますのは、議第３５７号、第３５８号で

す。これらの２つの議案につきましては、相互に関連する内容がございますの

で、幹事にまとめて説明をさせます。 

 

 

４ 議第３５７号東部大阪都市計画道路の変更について 

議第３５８号大阪都市計画道路の変更について 

 

 【幹事】（川上隆君）   議第３５７号「東部大阪都市計画道路の変更」及

び、議第３５８号「大阪都市計画道路の変更」の２案件は、相互に関連がござ

いますので、一括してご説明いたします。「議案書」９ページから１５ページ、

「資料」１３ページから１９ページをご覧ください。 

本案件は、守口市域における都市計画道路桜島守口線の見直しに関するもの

でございます。大阪都市計画道路桜島守口線は、大阪市此花区北港１丁目から

守口市京阪本通１丁目までの延長約１４,８８０メートル、幅員４０メートルで、

昭和２１年に計画された路線であります。本路線の守口市域については、４車

線の国道１号と重複し、平成１７年と平成２２年の道路交通センサスによる交

通量は一日あたり約３１,０００台と約３３,０００台で、４車線の交通容量に

照らしても問題なく、交通処理機能の必要性は低いものと評価しています。 
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また、本路線は、交通処理上、必要な４車線が既に確保され、計画幅員に対

して歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩道が概ね確保されています。この

ため、今後、都市計画事業で歩道の充実を目的とした計画幅員での拡幅の必要

性は低いことから廃止としております。 

以上をフローに従って評価しますと、交通処理機能は、現道で交通処理が可

能であり、その必要性が低く、全区間が市街化区域に位置しているため、交通

安全機能等の諸機能について評価した結果、その必要性が低いことから廃止と

しております。 

これにより、大阪都市計画道路桜島守口線については、大阪市界から国道  

４７９号までの延長約１３０メートル区間について廃止とし、東部大阪都市計

画道路豊秀佐太線については、国道１号の現道幅員２７メートルで、国道   

４７９号から大阪市界まで延伸し、延長を約４,９７０メートルから約     

５,１３０メートルに変更するものであります。 

 この案件について、地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いまし

た。また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はござ

いませんでした。説明は以上です。 

【会長】（岡田憲夫君）   ただ今、幹事から説明を受けました議案につきま

して、ご意見、ご質問はございませんか。それでは、ご意見がないようですの

で、議第３５７号、第３５８号を一括表決することにさせていただきたいと思

いますが、これらの２つの議案について原案どおり承認することにご異議ござ

いませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（岡田憲夫君）   ご異議がないようですので、本議案は承認された

ものとさせていただきます。それでは、次にご審議いただきますのは、議第３

５９号です。その内容につきまして、幹事に説明をさせます。 
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５ 議第３５９号東部大阪都市計画道路の変更について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３５９号「東部大阪都市計画道路の変更」につ

いて、ご説明いたします。「議案書」１７ページから２０ページ、「資料」２１

ページから２６ページをご覧ください。本案件は、枚方市域における都市計画

道路牧野穂谷線ほか５路線の見直しに関するものでございます。 

まず、都市計画道路牧野穂谷線は、淀川から第二京阪道路までの延長約   

６,７６０メートル、幅員３２メートル、６車線で、昭和３２年に計画された路

線で、一部、府道杉田口禁野線及び府道枚方高槻線と重複し、全線未整備とな

っております。本路線に並行する東西方向の広域的な断面交通量については、

府道枚方高槻線、府道杉田口禁野線及び国道３０７号の３路線で、平成２２年

の道路交通センサスによる一日当たり交通量が約３４,０００台となり、合計６

車線の交通容量に対して十分満足し、また、平成１７年の断面交通量と比較し

ても約２２パーセント減少している状況です。このため、交通処理機能として

は、将来交通量の減少傾向を考慮し、現道３路線での交通処理が可能と考えら

れ、その必要性は低いものと評価しております。 

しかし、府道京都守口線から高槻市方面については、淀川を挟んで高槻市域

と広域的なネットワークを形成し、新名神供用後の交通状況を確認して評価す

る必要があるため、現時点で存続としております。また、本路線の府道京都守

口線から第二京阪道路までの区間については、大半の区間が現道のない、市街

化区域に位置しておりますが、既に住宅地が形成されているため、市街地形成

機能等の必要性は低いものと考えております。このため、本路線の府道京都守

口線から第二京阪道路までの区間については、廃止としております。 

次に、都市計画道路枚方津田線は、府道京都守口線から交野市界までの延長

約６,１７０メートル、幅員２２メートル、４車線で、昭和３２年に計画された

路線で、一部、府道杉田口禁野線、府道枚方茨木線及び府道交野久御山線と重

複し、府道杉田口禁野線と重複する区間と第二京阪道路西側の延長約２５０メ

ートルの区間は、既に整備されておりますが、都市計画道路枚方藤阪線から都

市計画道路長尾津田線までの区間及び第二京阪道路から交野市界までの区間は、

未整備となっております。 
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このうち、枚方藤阪線から国道１号までの区間においては、本路線に並行す

る東西方向の広域的な断面交通量が、府道杉田口禁野線、府道枚方茨木線及び

府道枚方富田林泉佐野線の３路線で、平成２２年の道路交通センサスによる一

日当たり交通量が約３９,０００台となり、合計６車線の交通容量に対して十分

満足し、また、平成１７年の断面交通量と比較しても約１４パーセント減少し

ている状況です。このため、交通処理機能としては、将来交通量の減少傾向を

考慮し、現道３路線での交通処理が可能と考えられ、その必要性は低いものと

評価しております。 

また、本路線は交通処理上、必要な２車線が確保され、計画幅員に対して歩

道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業で、歩道の充実を目的とした

計画幅員での拡幅の必要性が低いことから、廃止としております。 

第二京阪道路南側の区間においては、本路線に並行する南北方向の広域的な

断面交通量が、府道交野久御山線及び第二京阪道路側道の２路線で、将来交通

量が約２１,０００台となり、合計４車線の交通容量に対して十分満足するため、

その必要性は低いものと評価しております。また、この区間は既に市街地が形

成されているため、市街地形成機能の必要性は低いことから、廃止としており

ます。なお、本路線がつながる交野市域については、交野市全体の見直しの中

で、廃止路線として手続きを進める予定であります。 

以上の２路線をフローに従って評価いたしますと、交通処理機能は、現道で

交通処理が可能であり、その必要性が低く、全区間が市街化区域に位置してい

るため、交通安全機能等の諸機能について評価した結果、その必要性が低いこ

とから廃止としております。 

以上により、各路線の変更内容については、牧野穂谷線は計画延長約    

６,７６０メートルのうち、府道京都守口線から第二京阪道路までの６,３２０メ

ートルの区間を廃止し、淀川から府道京都守口線までの約４４０メートル区間

については牧野高槻線に名称を変更し、また、この牧野穂谷線の変更に伴い、

都市計画道路牧野長尾線については、現道の府道枚方高槻線に合わせ終点を変

更するものであります。 

枚方津田線は、計画延長約６,１７０メートルのうち、府道杉田口禁野線から

国道１号まで及び第二京阪道路から交野市界までの計約２,０３０メートル区間
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を廃止し、府道杉田口禁野線と重複する約３３０メートルの区間については、

天之川禁野線に名称を変更するものであります。 

次に、都市計画道路枚方交野線は、府道枚方茨木線から交野市界までの延長

約２,１６０メートル、幅員１４メートル、２車線で、昭和３２年に計画された

路線で、一部、府道枚方大和郡山線と重複し、全線未整備となっております。 

本路線に重複する現道の交通量は少なく、また、並行する２車線の国道   

１６８号については、平成２２年の道路交通センサスによる一日当たり交通量

は約９,６００台で、現状の交通容量に照らしても問題なく、また、平成１７年

の交通量と比較しても約４パーセント減少していることから、交通処理機能と

しては、将来交通量の減少傾向を考慮し、現道での交通処理が可能と考えられ、

その必要性は低いものと評価しております。 

本路線の府道枚方茨木線から北川までの区間は、市街化区域に位置し、京阪

交野線の宮之阪駅、星ヶ丘駅、村野駅へのアクセス機能を有し、まちづくりや

安全対策の観点から必要性が高いものと評価しております。また、北川から交

野市界までの区間は、市街化調整区域に位置することから、新たな道路の必要

性は低く、廃止としております。なお、本路線がつながる交野市域については、

交野市全体の見直しの中で廃止路線として手続きを進める予定であります。 

以上をフローに従って評価しますと、枚方交野線については、交通処理機能

は、現道で交通処理が可能であり、その必要性は低く、未着手区間が市街化調

整区域に位置しているため、必要性は低いことから、廃止としております。 

これにより、枚方交野線は北川から交野市界までの延長約１３０メートルの

区間を廃止し、府道枚方茨木線から北川までの約２,０３０メートル区間につい

ては枚方村野線に名称を変更するものであります。 

次に、都市計画道路牧野招提線は、京阪本線牧野駅前付近から府道枚方交野

寝屋川線までの延長約１,６４０メートル、幅員１６メートル、２車線で、昭和

３２年に計画された路線であります。本路線は、一部、府道枚方高槻線と重複

し、平成２２年の道路交通センサスによる一日当たり交通量が、約４,７００台

で、現道の交通容量に対しても十分満足し、また、平成１７年の交通量と比較

しても約２８パーセント減少していることから、交通処理機能としては、将来

交通量の減少傾向を考慮し、現道での交通処理が可能と考えられ、その必要性
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は低いものと評価しております。 

本路線の牧野駅前付近から都市計画道路楠葉中宮線までの区間は牧野駅への

アクセス機能を有し、まちづくりや安全対策の観点から、必要性が高いものと

評価しております。また、都市計画道路楠葉中宮線から府道枚方交野寝屋川線

までの延長約１,０３０メートルの区間については、都市計画上の２車線が既に

確保され、計画幅員に対し、歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事

業により拡幅することもないため、事業の実現性が低いものと考えており、廃

止としております。 

次に、都市計画道路枚方水口線は、国道１号から第二京阪道路までの延長約

４,４２０メートル、幅員１１メートル、２車線で、昭和３２年に計画された路

線で、国道３０７号と重複し、都市計画道路長尾津田線との交差付近が未整備

となっております。本路線は、平成２２年の道路交通センサスによる一日当た

り交通量が約１４,９００台で、平成１７年の交通量と比較しても約２３パーセ

ント減少していることから、交通処理機能としては、将来交通量の減少傾向を

考慮し、現道での交通処理が可能と考えられ、その必要性は低いものと評価し

ております。 

また、本路線の未整備区間は都市計画上の２車線が既に確保され、計画幅員

に対して歩道幅員が不足いたしますが、今後、都市計画事業により拡幅するこ

ともないため、事業の実現性が低いものと考えており、廃止としております。 

以上の２路線をフローに従い、評価いたしますと、交通処理機能は、現道で

交通処理が可能であり、その必要性が低く、全区間が市街化区域に位置してい

るため、交通安全機能等の諸機能について評価した結果、歩道空間が確保され

ていない区間があるため、交通安全機能の必要性はあるものの、３０年以内に

都市計画事業として着手する見込みがないことから事業の実現性は低いと評価

しております。このため、交通安全機能について再検討した結果、都市計画の

必要性は、著しく高くないと評価し、廃止としております。 

これにより、牧野招提線については、延長約１,６４０メートルのうち、都市

計画道路楠葉中宮線から府道枚方交野寝屋川線までの延長約１,０３０メートル

の区間を廃止し、牧野宇山線に名称を変更し、枚方水口線については、整備済

み区間を含めて全線廃止するものであります。 
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この案件について地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いました。

また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はございま

せんでした。説明は以上でございます。 

【会長】（岡田憲夫君）   ただ今、幹事から説明を受けました本議案につ

きまして、ご意見、ご質問はございませんか。特にご意見、ご質問がないよう

ですので、表決に入ります。議第３５９号を原案どおり承認することについて、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（岡田憲夫君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決い

たします。 次に、ご審議いただきますのは、議第３６０号です。その内容に

ついて、幹事に説明をさせます。 

 

 

６ 議第３６０号南部大阪都市計画道路の変更について 

 

【幹事】（川上隆君）   議第３６０号「南部大阪都市計画道路の変更」に

ついて、ご説明いたします。「議案書」２１ページから２３ページ、「資料」

２７ページから２９ページをご覧ください。 

本案件は、富田林市域における都市計画道路狭山池富田林線ほか３路線の見

直しに関するものでございます。まず、都市計画道路狭山池富田林線は、大阪

狭山市界から都市計画道路富田林駅南線までの延長約３,７４０メートル、幅員

１８メートル、２車線で、昭和３３年に計画された路線であり、旧国道１７０

号から西側の区間は、府道森屋狭山線及び府道富田林狭山線と重複し、大阪外

環状線から西側の区間は、既に整備されておりますが、東側の区間は未整備で

あります。 

富田林市中心部の東西方向の広域的な交通処理については、現道の国道  

３０９号、府道堺富田林線及び将来整備予定の都市計画道路狭山河南線の３路

線で、将来交通量が約８５,０００台となり、３路線で、合計１０車線の交通容

量に対して十分満足することから、交通処理機能としては、都市計画道路狭山

河南線等で交通処理が可能と考えられ、狭山池富田林線の必要性は低いものと
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評価しております。 

また、未整備区間は、大阪外環状線や富田林寺内町から富田林西口駅へアク

セスする路線であるため、新たな市街地形成機能の必要性はありますが、当該

区間は既に住宅地が形成されており、鉄道と交差するなどの課題もあり、事業

の実現性は低いものと考えております。このため、未整備区間については、廃

止としております。 

以上をフローに従って評価いたしますと、交通処理機能は、現道等で交通処

理が可能であり、その必要性は低く、全線、市街化区域に位置しているため、

市街地形成機能等の諸機能について評価した結果、市街地形成機能の必要性は

あるものの、３０年以内に都市計画事業として着手する見込みがないことから、

事業の実現性は低いと評価しております。このため、交通安全機能等について

再検討した結果、都市計画の必要性は著しく高くないと評価し、本路線の大阪

外環状線から東側の延長約９６０メートルの区間を廃止とするものでございま

す。 

次に、都市計画道路喜志太子線は、近鉄長野線喜志駅から太子町界までの延

長約１,５００メートル、幅員１８メートル、２車線で、昭和４５年に計画され

た路線であります。本路線は、府道美原太子線と一部区間で重複し、並行する

府道美原太子線と都市計画道路富田林太子線の２路線で、平成２２年の道路交

通センサスによる交通量が一日当たり約１９,６００台となり、計２路線で、合

計４車線の交通容量に対して十分満足し、また、平成１７年の断面交通量と比

較しても約２８パーセント減少していることから、交通処理機能としては、将

来交通量の減少傾向を考慮し、現道で交通処理が可能と考えられ、その必要性

は低いものと評価しております。また、市街化区域内については、既に住宅地

が形成されているため、市街地形成機能の必要性は低いものと考えております。

このため、本路線については、全線廃止としております。 

次に、都市計画道路若松別井線は、旧国道１７０号から河南町界までの延長

約２,７５０メートル、幅員１８メートル、２車線で昭和３３年に計画された路

線で、府道富田林五条線と一部区間で重複し、本路線の旧国道１７０号から金

剛大橋付近までの区間は、既に整備されておりますが、それより東側の区間は

未整備であります。石川から東側の東西方向の広域的な断面交通量については、
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府道富田林五条線と府道富田林太子線の２路線で、平成１７年と平成２２年の

交通センサスによる交通量が、ともに一日当たり約１１,４００台となり、計２

路線で、合計４車線の交通容量に対して十分満足し、その必要性は低いものと

評価しております。 

また、金剛大橋西側の現道と重複している未整備区間については、都市計画

上の２車線が既に確保され、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、

両側に歩道が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目的とした都市計画幅

員での拡幅の必要性が低いことから、交通安全機能の必要性は低いものと考え

ております。さらに、金剛大橋東側の新たに整備が必要となる区間のうち、市

街化区域内については、既に住宅地が形成されているため、市街地形成機能の

必要性は低いものと考えております。このため、本路線については、全線廃止

としております。 

次に、都市計画道路喜志甲田線は、羽曳野市界から都市計画道路大阪千早線

までの延長約４,９００メートル、幅員１６メートル、２車線で昭和３３年に計

画された路線であります。本路線は、旧国道１７０号と重複し、平成１７年と

平成２２年の道路交通センサスによる交通量は一日当たり約８ ,８００台と約

９,１００台で、現状の交通容量に照らしても問題なく、都市計画上の２車線が

既に確保されており、交通処理機能の必要性は低いものと評価しております。 

また、本路線は、計画幅員に対して歩道幅員が不足いたしますが、両側に歩

道が概ね確保されており、今後、歩道の充実を目的とした都市計画幅員での拡

幅の必要性が低いことから、交通安全機能の必要性は低いものと考えておりま

す。このため本路線については、全線廃止としております。 

以上の３路線をフローに従って評価いたしますと、交通処理機能は、現道で

交通処理が可能であり、その必要性は低く、市街化区域に位置する区間は、市

街地形成機能等の諸機能について評価した結果、その必要性は低いものと評価

しております。これにより、喜志太子線、若松別井線及び喜志甲田線は、全線

廃止するものでございます。 

この案件について地元説明会を開催し、変更内容について説明を行いました。

また、公聴会での公述の申し出及び案の縦覧に対し、意見書の提出はございま

せんでした。説明は以上でございます。 
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【会長】（岡田憲夫君）   ただ今、幹事から説明を受けました本議案につ

きまして、ご意見、ご質問はございませんか。特にご意見、ご質問がないよう

ですので、表決に入ります。議第３６０号を原案どおり承認することにつきま

して、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【会長】（岡田憲夫君）   ご異議がないようですので、原案どおり可決い

たします。

 

 




